
【新型コロナウイルス】クイーンズランド州におけるビクトリア州からの入州者に対する

隔離等規制措置の一部緩和に関する新たな措置（６月４日（金）午前９時 30 分より施行済

み） 

 

2021 年６月６日 

在ブリスベン総領事館 

 

６月４日（金）、クイーンズランド（QLD）州保健省は、ビクトリア（VIC）州での外出禁

止措置等の最新状況を踏まえ、５月 28日（金）から行われていた同州からの入州に関する

規制措置を一部緩和する州首席医務監指令を発出し、同日午前９時 30分よりを施行しまし

た。 

 

●６月４日（金）、クイーンズランド（QLD）州保健省は、ビクトリア（VIC）州での外出禁

止措置等の最新状況を踏まえ、同州等からの入州に関する規制措置を一部緩和する新たな

措置として、州首席医務監指令（懸念場所に関する州首席医務監指令第４号：Places of 

Concern Direction(No.4)）を発出し、同日午前９時 30分より以下を施行しました。 

１ 過去 14 日間にメルボルン大都市圏に滞在し、５月 27 日（木）午前１時～28 日（金）

午前０時 59 分の間にＱＬＤ州に入州したすべての者は、自宅での隔離を継続しなければな

らない。但し、以下のように緩和される。 

・自宅では行えない業務、教育、育児については、外出が認められる。 

・メルボルン大都市圏滞在から 14日間が経過し、かつ、他の州外感染確認場所（Interstate 

exposure venues）に滞在していない場合は、自宅での隔離を行う必要はない。 

２ QLD 州に滞在する者で、過去 14 日間にメルボルン大都市圏以外の VIC 州（regional 

Victoria）に滞在した場合には、他の州外感染確認場所に滞在していない限り、自宅での隔

離を行う必要はない。但し、 

・COVID-19 の症状が認められる場合には、感染検査を受けなければならない。 

・マスクの着用を含め、引き続き VIC 州政府による措置を守らなければならない。 

３ メルボルン大都市圏滞在から 14 日間が経過し、かつ、他の州外感染確認場所に滞在し

ていない場合は、自宅での隔離を行う必要はない。 

 

５月 28 日から行われていた措置に関しては、同日発出の当館領事メール「【新型コロナウ

イルス】クイーンズランド州、本日（５月 28 日（金））午前 1時よりビクトリア州全域を

感染多発地域（ホットスポット）に指定し、州民を除く同州からの入州を制限（施行済み）」

（ https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus28052021.pdf ）をご覧

ください。 

 

また、VIC 州の感染状況や規制措置に関しては、在メルボルン日本国総領事館発出の６月

２日付領事メール「メルボルン都市圏における外出制限措置の 7日間の延長 (COVID-19 関



連）」（ https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vic20210602.html ）もご参

照ください。 

 

本件発表の詳細等については、以下の関連ホームページ等（いずれも英文のみ）をご覧下

さい。 

○本件州首席医務監指令（懸念場所に関する州首席医務監指令第４号： Places of Concern 

Direction (No. 4)） 

https://www.vision6.com.au/v/79402/6149082/email.html?k=JBq3uvTDS52L2tAaA9cn0OWT

Hq6KOBYhQAh5LEJYm6Q 

○同指令概要 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/public-health-directions/places-of-concern 

○COVID-19 最新情報に関する QLD 州政府ホームページ 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19 

○州外感染確認場所（Interstate exposure venues）（６月４日（金）現在、VIC 州及びニ

ューサウスウェールズ州が対象） 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/contact-tracing 

○ COVID-19 最新情報に関する VＩＣ州政府ホームページ  

https://www.coronavirus.vic.gov.au/coronavirus-covidsafe-settings 

 

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメ

ールアドレスに自動的に配信されております。 

＜問い合わせ先＞ 

在ブリスベン日本国総領事館 

住所：Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000 

電話：07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停

止手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

また、「たびレジ」は日本国籍の無い方でも登録可能ですので、本メールの受領を希望す

る方には、是非「たびレジ」登録をご案内下さい。 

（良くある質問）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/faq.html 

なお、外務省では、「ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」増補版

を作成し、ＰＤＦ版を以下ＵＲＬにて掲載していますので、是非ご覧下さい（部数に限りは

ありますが、実物の冊子を希望する日系企業（但し、１社１冊）には、直接当館窓口でお渡

しすることも可能ですのでご連絡下さい）。  

https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html 


